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１ 全体評価       
 

令和５年度（2023年度）は、公立大学法人熊本県立大学（以下、「法人」という。）の第３

期中期目標期間（平成 30年度（2018年度）～令和５年度（2023年度））の最終年度として、

中期計画の達成に取り組んだ 1年であった。その中で、中期目標の重点項目である「教育の質

の向上」、「地域に貢献する教育研究の推進」及び「グローバル化の推進」の達成に向け、年

度計画に掲げた 50 項目について、当評価委員会がこれまで行ってきた各事業年度における業

務実績評価を踏まえながら、おおむね着実な成果を上げた。 

 

（１）大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための取組 

① 教 育 

大学入試に続き、大学院入試においても Web 出願を可能とし、広く受験者を受け入れる

ための取組を実施している。また、各研究科で、一部はオンラインを併用し、それぞれの特

色に応じた説明会や広報を実施しており、堅実に取組を進めたと言える。 

しかし、大学院の収容定員充足率は、アドミニストレーション研究科博士後期課程におい

て、目標値（認証評価機関の評価基準は 33%以上）を下回る 30%であり、引き続き課題とな

っている。なお、令和６年度は、収容定員を引き下げたことにより、充足率は 50%となった。 

地域リーダーを育成する大学独自の「もやいすと育成プログラム」に基づき、昨年度に引

き続き最上位の「もやいすとスーパー」を２名認定したことは評価できる。 

また、各学部で地域企業・地域社会からテーマを募集し、学生が、地域貢献のための研究

に取り組む、「地域連携型学生研究」を実施し、１年生の選択必修科目として、「令和２年

７月球磨川流域豪雨災害」をテーマとした学習を行うなど、地域に根差した取組を行ってい

る。 

英語能力の向上について、英語能力測定の結果をもとに、学生のリスニング、リーディン

グの点数を可視化し、課題となる分野の洗い出しを行っており、EnglishCentral（E-learning

システム）を成績の一部に加味するなど、総合的な英語能力向上を図る取組を行っている。 

また、英語英米文学科では、あり方検討委員会において現行カリキュラムの検討見直しを

行っており、年度計画に沿った改善が図られた結果、ＴＯＥＩＣ®受験者数、ＴＯＥＩＣ®５

５０点以上を達成した学生数も改善が見られる。 

管理栄養士の養成について、管理栄養士国家試験の合格率は 100%を維持しており、全国の

合格率が低下傾向にある（新卒者平均合格率 80.4%）中で、顕著な成果をあげている。 

このほか、総合管理学部において令和６年度から専攻制（「公共」・「ビジネス」・「情

報」）導入に向けた準備を進める中で、アメリカのアップル社が主催する学生向けアプリ開
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発コンテストに２人が入賞したことは評価できる。また、県内企業への就職促進のため、オ

ンラインを活用したセミナーや相談対応を継続して行った結果、県内企業への就職率が

60.2％と検証指標を上回ったことは年度計画に沿った取組を「着実」に実施していると評価

できる。 

 

② 研 究 

企業等と連携した地域の課題解決に貢献する研究、とりわけ、「緑の流域治水研究室、地

域共創拠点運営機構」を中心に行っている緑の流域治水に関する研究は、大学「独自」の取

組であり、これを含め、地域の課題解決に貢献する研究件数は 108件となった。 

また、外部研究資金獲得を推進するため、研究コーディネーターによる各種助成金等の情

報収集や教員への情報提供、教員の研究内容に沿ったマッチング支援の取組を行った結果、

科学研究費補助金の応募率は 11年連続で 100％を達成し、外部資金獲得件数及び金額は 109

件、180,561千円（うち新規 67,785千円）となり、着実な成果を上げていると評価できる。 

 

③ 地域貢献 

県や包括協定市町村（22自治体）と連携し、地域の課題解決や地域活性化につなげる契機と

なる取組として、「地域おこしスタートアップ事業」を 12 件実施した。また、教員を講師

として自治体や各種団体へ派遣し講義等を実施（講師派遣：77件）している点は評価できる。 

学生と地域の食育・健康に関する取組について、第３期中期計画期間中における「食育ビ

ジョン」に掲げる３つのアクション（人材育成・研究開発・職環境改善）に基づき、ワーク

ショップ等のイベントの開催、学外視察、講演会を行っていることは、「独自」の取組を展

開し、年度計画を「着実」に実施していると評価できる。 

他大学や研究機関等と連携した研究活動について、令和５年度に実施した共同研究・受託

研究数は 45 件と第３期中期目標期間で最多となり、地域貢献に寄与する研究を継続的かつ

「着実」に実施していると評価できる。 

特に、令和３年度に JST（科学技術振興機構）の支援が決定した、県立大学を中心とする

『「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会」地域共創拠点』事業は、多くの企業・

大学と連携し、メディアでも多数取り上げられており、「注目」に値する「顕著」な取組で

あると評価できる。また、令和４年度に、熊本大学等と連携した大学間連携事業が文科省補

助事業の「地域活性化人材育成事業（SPARC)」に採択され、継続してグローバル DX 人材育

成に取り組んでいることも評価できる。 
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④ 国際交流 

  海外留学・研修メニューの拡充について、新規にタイのカセサート大学との双方向の交流

プログラムを締結して、交流を行った。また、オンラインを活用した交流を継続して実施す

るなど、「着実」な取組であると評価できる。 

学生の学内外での国際交流団体等との交流についても、オンラインの活用や外部団体（留

学生交流推進会議等）と連携した講演会の開催等を積極的に行っている。 

また、４年ぶりに韓国の祥明大學校から研修団を受け入れるなど、前年度までコロナ禍の

影響で困難であった実地での交流も積極的に行った結果、事業への参加学生数は 347名と昨

年度から倍増（令和４年度実績 153名）しており、「着実」な取組を実施していると評価で

きる。 

 

（２）業務運営の改善・効率化に関する目標を達成するための取組 

学部学科、研究科及び付属機関等のあり方について、英語英米文学科で、高校教員への

聞き取り調査、学生アンケートを実施し、学生の実学志向、文学部離れなどの傾向を掴み

ながら、学部の在り方の検証及び見直しを進めている。 

また、総合管理学部では、令和６年４月からの専攻制（「公共」・「ビジネス」・「情

報」）の導入に向けて、カリキュラムを決定するなど、「着実」な取組を行っていると評

価できる。 

 

（３）財務内容の改善に関する目標を達成するための取組 

入学志願者数の水準維持について、進学相談会、高校訪問等の入試広報に加え、Webオ

ープンキャンパスや Zoomを活用した出張講義を行い、また、県外の進学相談会にも参加

するなど、取組を堅実に実施したものと認められる。 

しかし、令和６年度入学者選抜における学部志願者数は 1,882名と前年度（1,797名）

から若干増加したものの、検証指標（2,000名）を下回ったため「課題」となっている。 

 

（４）自己点検・評価及び情報提供に関する目標を達成するための取組 

情報公開、情報発信について、外部委託による HP の特集記事の充実、YouTube や SNS

等の活用により、発信件数は 387 件（前年度 315 件）となり、強化に努めていると評価

できる。 
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（５）その他業務運営に関する目標を達成するための取組 

情報セキュリティ対策の強化について、教職員を対象とした研修会を開催するととも

に、学生向けとして、「情報セキュリティの教科書」を作成し、啓発キャンペーンにより

周知する等、情報セキュリティに係る制度の周知や啓発に取り組んでいる。 

また、情報セキュリティチェックデーを設け、定期的にセキュリティ対策の点検を行

うなど、「着実」な取組を実行していると評価できる。 

 

全体としては、県立大学が年度計画に掲げた 50項目のうち、48項目は順調に実施されてお

り、着実に成果をあげたと評価できる。 

 

  



- 5 - 

 

令和５年度（２０２３年度） 年度評価の概要 
  

①法人自己評価の概要 

ﾗﾝｸ 評価基準 

（１） 

大学の 

教育研究

等の質の

向上 

（２） 

業務運営

の改善・

効率化 

（３） 

財務内容

の改善 

（４） 

自己点検 

・評価 

及び 

情報提供 

（５） 

その他 

業務運営 計 

Ｓ 
年度計画を上回って実施して

いる。 
１     １ 

Ａ 
年度計画を順調に実施してい

る。 
３０ ７ ３ ２ ５ ４７ 

Ｂ 
年度計画を十分に実施してい

ない。 
１  １    ２ 

Ｃ 年度計画を実施していない。       

計 ３２ ７ ４ ２ ５ ５０ 

 

②評価委員会評価の概要 

視点 評価基準 

（１） 

大学の 

教育研究

等の質の

向上 

（２） 

業務運営

の改善・

効率化 

（３） 

財務内容

の改善 

（４） 

自己点検 

・評価 

及び 

情報提供 

（５） 

その他 

業務運営 計 

顕著 顕著な成果をあげた取組 ２     ２ 

独自 
大学の特色や特性を活かした

取組 
４     ４ 

新規 新たな取組 ３     ３ 

着実 
継続的な実施により着実な成

果をあげた取組 
２１ ３ １ １ １ ２７ 

注目 
マスコミ・報道等から注目さ

れた取組 
２     ２ 

課題 
進行の遅れがみられる又は改善

が望まれる取組 
１  １   ２ 

計 ３３ ３ ２ １ １ ４０ 

 

※「６つの視点」の複数の評価項目に該当する場合は、１つに絞り込まず、併記・再掲する形で整理し

ている。 
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２ 項目別評価     

 

（１）「大学の教育研究等の質の向上」 

（評価の概要） 

視点 顕著 独自 新規 着実 注目 課題 計 

項目数 ２ ４ ３ ２１ ２ １ ３３ 

 

① 教育   

（評価の概要） 

視点 顕著 独自 新規 着実 注目 課題 計 

項目数 １ ２ １ １０  １ １５ 

 

（評価した項目） 

（ア） 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人留学生の受入れについて、令和４年度に実施した留学生アンケートで要

望の強かった、日本語学習のレベルに合わせたチュータリングシステム（日本人学

生が留学生の学習を支援）を導入するなど、留学生の学習段階に応じたサポートを

充実させている。 

また、水銀留学生の受入れを引き続き行っており、オンラインによる日本留学フ

ェアでの PR にもこれまでで最多の 28 名が参加するなど、年度計画に沿った取組

を「着実」に実施していると評価できる。 

 

大学院生の受入れ促進について、大学入試に続き、大学院入試においても Web出

願を可能としており、広く受験者を受け入れるための取組を実施している。 

また、各研究科で、一部はオンラインを併用し、それぞれの特色に応じた説明会

や広報を実施しており、堅実に取組を進めていると言える。 

さらに、環境共生学研究科、アドミニストレーション研究科において、新たな入

試選抜方法の検討を進めた点は評価できる。 

しかし、大学院の収容定員充足率は、アドミニストレーション研究科博士後期課

程において、目標値（認証評価機関の評価基準は 33%以上）を下回る 30%となって

いるため、「課題」とする。 

なお、令和６年度時点では、収容定員を引き下げたことにより、充足率は 50%と

なった。 
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（ウ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（カ） 

 

 

 

地域の諸問題を題材とした教育について、地域リーダーを育成する大学独自の

「もやいすと育成プログラム」に基づき、昨年度に引き続き、最上位の「もやいす

とスーパー」を２名認定したことは評価できる。 

また、各学部で地域企業・地域社会からテーマを募集し、学生が、地域貢献のた

めの研究に取り組む、「地域連携型学生研究」を実施し、１年生の選択必修科目と

して、「令和２年７月球磨川流域豪雨災害」をテーマとした学習を行うなど、地域

に根差した取組を行っている。 

これらの取組は、大学「独自」のものであり、継続して「着実」な成果をあげて

いると評価できる。 

 

地域課題に柔軟に適応し、グローバルな視点を持って活動できる学生の育成に

ついて、在ウクライナ日本国大使館の田中耕太郎参事官を招いた講義を開催し、高

校生を含め約 310名が参加した。また、JICA（国際協力機構）と県立大学が主催し

た「2023 地球のステージ」に約 120名が参加するなど、紛争や貧困等、国際的な

問題に目を向けた取組が実施されている。 

さらに、「もやいすとシニア Global」として新たに６名、最上位の「スーパー

Global」として４名の学生が認定され、継続して育成プログラムに取り組んでお

り、「着実」な実績につながっていると判断できる。 

 

英語を含む外国語教育について、英語能力測定の結果をもとに、学生のリスニン

グ、リーディングの点数を可視化し、課題となる分野の洗い出しを行っており、

EnglishCentral（E-learning システム）を成績の一部に加味するなど、総合的な

英語能力向上を図る取組を行っている。 

また、英語英米文学科では、あり方検討委員会において現行カリキュラムの検討

見直しを行っており、年度計画に沿った改善が図られた結果、TOEIC®受験者数、

TOEIC®550 点以上を達成した学生数の改善がみられる等、「着実」に成果を上げて

いる。 

 

学生の英語能力向上に向けた取組の拡充について、チュータリングセッション

（予約制のマンツーマン教育）やCafé Eventの実施等、これまでの取組を継続的

に実施している。 

また、TOEIC® IPのスコアが一定以下であった学生に対し、スコアアップをサポ
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（キ） 

 

 

 

 

 

（ク） 

 

 

 

 

 

（ケ） 

 

 

 

 

 

（コ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（サ） 

ートする取組を新たに実施するなど、英語能力向上及び国際的な視野を養うため

の取組を「着実」に実施していると言える。 

 

単位の実質化に関するデータ収集について、学習管理システム（LMS）を導入し、

学生のアクセス状況や課題提出状況を確認することで、学習意欲の低下、離学を防

止するための取組を「新規」に開始した。 

また、学生アンケートを実施し、家庭学習時間を把握するなど、年度計画に沿っ

た取組に努めていると評価できる。 

 

管理栄養士の養成について、模擬試験等の動向と国家試験合格との相関を分析

し、指導方法の改善を継続的に行っており、「着実」に取組を行っていると言える。 

また、管理栄養士国家試験の合格率は 100%を維持しており、全国の合格率が低

下傾向にある（新卒者平均合格率 80.4%）中で、「顕著」な成果をあげていると評

価できる。 

 

教員の教育力の向上について、第６期三ヵ年計画に基づいて、全学、学部、研究

科において必要なテーマを設定して FD（授業内容・方法を改善し、向上させるた

めの取組）を実施し、また、教員会議も一部はオンデマンド配信を行うことで、時

間や場所にとらわれず参加できる工夫をこらしながら、計 25回実施しており、年

度計画を「着実」に実行していると評価できる。 

 

教育活動の充実について、教務委員会にて、「もやいすとグローバル育成プログ

ラム」の参加要件等を見直し、意欲のある学生がプログラムへ積極的に参加できる

よう取り組んでいる。 

また、「もやいすとグローバル部会」を設置し、運営の組織化を進めるなど、円

滑な運営のための取組も見られ、年度計画を「着実」に実行していると評価でき

る。 

なお、総合管理学部において令和６年度から専攻制（「公共」・「ビジネス」・

「情報」）導入に向けた準備を進める中で、アメリカのアップル社が主催する学生

向けアプリ開発コンテストに２人が入賞したことは評価できる。 

 

学生への経済的な支援について、修学支援法に基づく授業料減免をはじめとす
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（シ） 

 

る各種奨学金制度に関する情報提供や周知を幅広く行い、年度計画に沿った取組

を行っている。 

また、コロナ禍を契機に開始した食品・日用品の支援物資配布についても、物価

高による困窮を理由として令和５年度も継続して取り組んでおり、大学「独自」の

取組として、「着実」な成果をあげていると評価できる。 

 

学生の就業力の育成について、企業と学生をマッチングするための就職サイト

（県大就活ナビ）を本格導入し、オンラインで情報が得られるような環境整備を行

っている。 

また、県内企業への就職促進のため、オンラインを活用したセミナーや相談対応

も継続して行っている。 

令和５年度の県内企業説明会への参加学生数は指標水準を下回ったものの、県

内企業への就職率は 60.2％と水準を上回っており、年度計画に沿った取組を「着

実」に実施していると評価できる。 
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② 研究    

（評価の概要） 

視点 顕著 独自 新規 着実 注目 課題 計 

項目数  １  ３ １  ５ 

 

（評価した項目） 

（ア） 

 

 

 

 

 

 

（イ） 

 

 

 

 

 

 

（ウ） 

 

 

 

 

地域課題の解決に貢献する研究について、とりわけ、「緑の流域治水研究室、

地域共創拠点運営機構」を中心に行っている緑の流域治水に関する研究は、大学

「独自」の取組であり、年度計画に沿って「着実」に実施していると評価できる。 

また、これらの取組が評価され、日経グローカルの大学地域貢献度ランキング

（学生・住民分野）で、518大学中 10位となるなど、外部からもその取組が「注

目」されている。 

 

研究活動の活性化に向けた科学研究費補助金への応募義務化について、科研費

担当職員による申請書チェックの実施や、外部アドバイザーの申請書添削を行う

ことで、科学研究費補助金の応募率が 11年連続で 100％を達成していることは、

「着実」な実績であると認められる。 

また、不正防止研修会を実施するなど、コンプライアンス遵守のための取組を

年度計画に沿って実施している。 

 

外部研究資金の獲得について、研究コーディネーターによる各種助成金等の情

報収集や教員への情報提供、教員の研究内容に沿ったマッチング支援の取組を行

った結果、外部資金獲得件数及び金額は 109 件、180,561 千円（うち新規 67,785

千円）となっており、年度計画を「着実」に実施していると評価できる。 
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③ 地域貢献    

（評価の概要） 

視点 顕著 独自 新規 着実 注目 課題 計 

項目数 １ １  ３ １  ６ 

 

（評価した項目） 

（ア） 

 

 

 

 

 

（イ） 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生と地域の食育・健康に関する取組について、第３期中期計画期間中におけ

る「食育ビジョン」に掲げる３つのアクション（人材育成・研究開発・職環境改

善）に基づき、ワークショップ等のイベントの開催、学外視察、講演会の実施等、

「独自」の取組を展開しており、年度計画を「着実」に実施していると評価でき

る。 

 

他大学・研究機関等と連携した研究活動について、令和５年度に実施した共同

研究・受託研究数は 45件と第３期中期目標期間で最多となり、地域貢献に寄与す

る研究を継続的かつ「着実」に実施していると評価できる。 

特に、令和３年度に JST（科学技術振興機構）の支援が決定した、県立大学を中

心とする『「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会」地域共創拠点』事業

は、多くの企業・大学と連携し、メディアでも多数取り上げられており、「注目」

に値する「顕著」な取組であると評価できる。 

 

地域の多様な生涯学習ニーズを踏まえた学習機会の提供について、各種公開講

座を実施し、一部はオンラインでの配信を行うなど、時間や場所にとらわれるこ

となく学習の場を提供しており、年度計画に沿った取組を行っていると評価でき

る。 

また、各種公開講座、CPDプログラム（継続的専門職能開発）の件数は 30件と、

目標である 18件を上回る成果をあげており、年度計画を「着実」に実施している

と評価できる。 
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④ 国際交流   

（評価の概要） 

視点 顕著 独自 新規 着実 注目 課題 計 

項目数   ２ ５   ７ 

 

（評価した項目） 

（ア） 

 

 

 

 

（イ） 

 

 

 

（ウ） 

 

 

 

 

 

 

（エ） 

 

 

 

 

（オ） 

海外留学・研修メニューの拡充について、「新規」にタイのカセサート大学との

双方向の交流プログラムを締結して交流を行い、また、オンラインを活用した海

外の大学との交流を継続して実施するなど、年度計画に沿った取組を「着実」に

行っていると評価できる。 

 

学生の留学時の経済支援について、新たにワクチン接種費用を助成対象とし、

また、既存の支援金制度による支援を継続しており、年度計画に沿った取組を「着

実」に実施していると評価できる。 

 

学生の学内外での国際団体等との交流について、オンラインの活用や、外部団

体（留学生交流推進会議等）と連携した講演会の開催等を積極的に行っている。 

また、４年ぶりに韓国の祥明大學校からの研修団を受け入れるなど、対面交流

も再開した結果、交流事業への参加学生数は 347 名と昨年度から倍増（令和４年

度実績 153 名）しており、年度計画に沿った「着実」な取組を実施していると評

価できる。 

 

留学生の受け入れや、協定校との相互交流拡充について、新たにインドネシア

のダルマプルサダ大学との合同授業や、学生の相互派遣等の実地交流を実施した。

また、台湾の開南大學と交換留学の実施に向けた検討を進めるなど、「新規」の相

互交流を進め、年度計画に沿った取組を「着実」に実施していると評価できる。 

 

海外大学との研究者交流会や共同研究等について、韓国の祥明大學校との対面

での取組を４年ぶりに実施する等、前年度までコロナ禍の影響で困難であった実

地での開催も積極的に行っている。目標を上回る実施件数（41件）を達成してお

り、年度計画を「着実」に実施していると評価できる。 
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（２）「業務運営の改善・効率化」 

（評価の概要） 

視点 顕著 独自 新規 着実 注目 課題 計 

項目数    ３   ３ 

 

（評価した項目） 

（ア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 

 

 

 

 

 

 

（ウ） 

 

 

 

経営を司る理事長と学務を司る学長による大学運営について、理事会、経営会

議、教育研究会議等の各審議機関での審議を、オンラインも活用しながら適切に

実施した。 

新型コロナウイルス感染症対応については、学生や教職員が自主的に対策を実

施することを基本とし、令和５年５月の５類移行をもって対応方針等を廃止する

など、適切に対応したものと認められる。 

また、DXの推進については、学習管理システム（LMS）の活用を開始し、データ

収集、分析を開始しており、年度計画を「着実」に実行していると評価できる。 

 

学部学科、研究科、附属機関等のあり方について、英語英米文学科で、高校教

員への聞き取り調査、学生アンケートを実施し、学生の実学志向、文学部離れなど

の傾向を掴みながら、学部の在り方の検証及び見直しを進めている。 

また、総合管理学部では、令和６年４月からの専攻制（「公共」・「ビジネス」・

「情報」）の導入に向けて、カリキュラムを決定するなど、年度計画を「着実」に

実行していると評価できる。 

 

SD（教職員の資質向上の取組）の計画的な実施について、人権、研究不正防止、

情報セキュリティ等、教職員にとって必要な内容の研修を必修とし、受講率 100％

を確保するとともに、任意参加の研修も複数実施しており、年度計画を「着実」に

実行していると評価できる。 
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（３）「財務内容の改善」 

（評価の概要） 

視点 顕著 独自 新規 着実 注目 課題 計 

項目数    １  １ ２ 

 

（評価した項目） 

（ア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 

 

入学志願者数の水準維持について、進学相談会、高校訪問等の入試広報に加え、

Webオープンキャンパスや Zoomを活用した出張講義を行い、また、県外の進学相

談会にも参加するなど、取組を堅実に実施したものと認められる。 

しかし、令和6年度入学者選抜における学部志願者数は1,882名と前年度（1,797

名）から若干増加したものの、検証指標（2,000名）を下回ったため「課題」とす

る。 

なお、学生納付金について、文書や電話での督促を行うなど適切な対応を行っ

ている。 

 

外部研究資金の獲得について、研究コーディネーターを活用し、各種助成金等

の情報収集や教員への情報提供を行っている。 

この結果、外部資金獲得件数が 109件、実績額 180,561千円（前年度比 15,836

千円増）となり、年度計画を「着実」に実施していると評価できる。 
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（４）「自己点検・評価及び情報提供｣   

（評価の概要） 

視点 顕著 独自 新規 着実 注目 課題 計 

項目数    １   １ 

 
 

（評価した項目） 

（５）「その他業務運営」  

（評価の概要） 

視点 顕著 独自 新規 着実 注目 課題 計 

項目数    １   １ 

 

（評価した項目） 

（ア） 

 

 

情報セキュリティ対策の強化について、教職員を対象とした研修会を開催する

とともに、学生向けとして、「情報セキュリティの教科書」を作成し、啓発キャ

ンペーンにより周知する等、情報セキュリティに係る制度の周知や啓発に取り組

んでいる。 

また、情報セキュリティチェックデーを設け、定期的にセキュリティ対策の点

検を行うなど、年度計画に沿った取組を「着実」に実行していると評価できる。 

 

 

（ア） 

 

 

 

 

 

 

情報公開、情報発信について、外部委託による HPの特集記事の充実、YouTubeや

SNS等の活用により、発信件数は 387件（前年度 315件）となり、増加に努めてい

る。 

また、法令等に基づく情報の公表も適切に行うとともに、積極的にメディアなど

へ情報提供を行うことで、報道（新聞）でも多数取り上げられており、年度計画に

沿った取組を「着実」に実行していると評価できる。 
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＜参考１＞  

評価の考え方(｢公立大学法人熊本県立大学の評価実施要領｣より) 
 

1 評価に当たっての基本的な考え方 

(1) 法人における教育研究の特性や大学運営の自主性・自律性に配慮しつつ、

法人の教育及び研究並びに組織及び運営について継続的な質的向上に資す

るものとする。 

(2) 評価に関する一連の過程を通じて、法人の教育及び研究並びに組織及び

運営の状況を分かりやすく示し、社会への説明責任を果たしていくものと

する。 

(3) 法人の教育及び研究並びに組織及び業務運営についての様々な工夫や特

色ある取組を積極的に評価するものとする。 

(4) 次期中期目標及び中期計画の検討や法人の組織及び業務運営の見直し検

討に資するものとする。 

２ 評価の種類 

  評価委員会が行う評価は、次の３つとする。 

名称 根拠 評価の対象 評価実施時期 

年度評価 

地方独立行政法人

法第 78条の 2第 1

項 

第1～3号 

毎事業年度における業務の

実績 

当該事業年度の

翌年度 

中間評価 

地方独立行政法人

法第 78条の 2第 1

項 

第2号 

中期目標期間の終了時に見

込まれる中期目標期間にお

ける業務の実績 

中期目標期間の

最後の事業年度

の前年度 

期間評価 

地方独立行政法人

法第 78条の 2第 1

項 

第3号 

中期目標期間における業務

の実績 

中期目標期間終

了の翌年度 
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３ 評価の方法 

法人が行う自己評価を踏まえ評価することを基本とし、法人が提出する業

務実績報告書等に基づき、「項目別評価」と「全体評価」により行うこととす

る。 

   

 (1) 年度評価 

ア 項目別評価 

① 法人は、年度計画の最小項目ごとの実施状況について、別紙「評価基

準表」に基づき自己評価を行い、業務実績報告書に記載する。 

② 評価委員会は、業務実績報告書等を踏まえ、当該最小項目ごとの実施

状況について、別紙「評価基準表」に示す視点に該当する取組か否かを

審査することにより評価する。 

   なお、「大学の教育研究等の質の向上」に関する項目については、そ

の特性に配慮するため、専門的な評価は行わず、事業の外形的、客観的

な進捗状況等の確認により評価する。 

イ 全体評価 

評価委員会は、項目別評価の結果を踏まえ、当該事業年度における中期

計画の進捗状況について総合的な評価を行う。 

 

評価基準表（抜粋） 

①年度評価     

法人自己評価  評価委員会評価 

ﾗﾝｸ 評価基準  視点 評価基準 

Ｓ 年度計画を上回って実施している。  顕著 顕著な成果をあげた取組 

Ａ 年度計画を順調に実施している。  独自 大学の特色や特性を活かした取組 

Ｂ 年度計画を十分に実施していない。  新規 新たな取組 

Ｃ 年度計画を実施していない。  着実 継続的な実施により着実な成果をあげた取組 

   注目 マスコミ・報道等から注目された取組 

   課題 進行の遅れがみられる又は改善が望まれる取組 
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＜参考２＞関係用語集 

頁 用 語 解 説 

－ 

中期目標 

中期計画 

年度計画 

設立団体の長（県知事）が指示する「中期目標」を達成するた
めに、公立大学法人が「中期計画」を定める。中期計画を着実
に実行していくために、法人が年度ごとに「年度計画」を作成。 

P1 

P6 

アドミニスト 

レーション 

統治、行政、管理などの意味であり、経営活動、管理活動、あ
るいは経営管理活動などと呼ばれる。 

P1 

P6 
認証評価 

国・公・私立大学（短期大学を含む。）及び高等専門学校が、
その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及
び施設設備の総合的な状況に関し、定期的（大学等は 7 年以
内ごと、専門職大学院等は 5 年以内ごと）に、文部科学大臣
の認証を受けた評価機関（認証評価機関）の実施する評価（認
証評価）を受ける制度。 

P1 

もやいすと 

（グローバル） 

育成プログラム 

大学における教育プログラムの体系で、「もやいすと育成プロ
グラム」と「もやいすとグローバル育成プログラム」を合わせ
て「もやいすと育成システム」と呼ぶ。 

「もやいすと」とは、「熊本の自然や文化、社会に対する理解
に立ち、専門の枠を超えて、自ら課題を認識・発見し、“地域
づくりのキーパーソン”として地域の人々と協働して課題の
解決に取り組む人材」と定義。学修活動により、「もやいすと
スーパー」、「もやいすとシニア」、「もやいすとジュニア」
として認定。令和２年度（2020 年度）から、１年次～４年次
までの体系的な学びとグローバルな視点を持つための海外留
学等を提供し、世界でも活躍できる学生を育成する「もやいす
とグローバル育成プログラム」がスタート。 

P1 

P7 

TOEIC® 

TOEIC®IP 

Test of English for International Communication：英語によ
るコミュニケーション能力に関するテスト。 IP とは
Institutional Program の略で、大学や企業側が主催者になっ
て TOEIC®の団体受験を手軽に受けられる試験のこと。 

P8 FD 

（Faculty Development ファカルティ・ディベロップメント） 

教員が授業内容・方法を改善し、向上させるための組織的な取
組の総称である。具体的な例としては、新任教員のための研修
会の開催、教員相互の授業参観の実施、センター等の設置など
を挙げることができる。 

P8 LMS 

"Learning Management System（学習管理システム）"の略。
インターネットやパソコン等により学習を行う e ラーニング
等を実施する際のベースとなるシステムで、遠隔授業の受講、
レポート提出や授業内容に関する質問、学修状況の進捗管理
等を一元的に行うことができる。 
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P2 

P8 
修学支援法 

正式名称は「大学等における修学の支援に関する法律」。令和
２年（2020 年）４月施行。低所得者世帯の者であっても、社
会で自立し、活躍することができる人材を育成する大学等に
修学することができるよう、真に支援が必要な低所得者世帯
の者に対して、①授業料及び入学金の減免と②給付型奨学金
の支給を合わせて措置するもの。 

P2 

P10 

科学研究費 

補助金 

（独立行政法人 

日本 学 術 振 興

会） 

科研費は、全国の大学や研究機関における研究活動への助成
制度。人文・社会科学から自然科学までのすべての分野にわた
り、基礎から応用までのあらゆる独創的・先駆的な学術研究
（研究者の自由な発想に基づく研究）を対象としている。 

P11 食育ビジョン 

第３期中期計画期間における大学の食育活動の基本方針。「地
域に学び、地域に伝える食育」を基本理念に、① 地域の食資
源を基に、本学学生の食と健康に関する理解を深め、食生活を
通して健康を自己管理できる人材を育成する、② 専門的知見
を有する人材を育成し、地域の食に関する課題解決をめざす、
としている。 

P2 

P13 

DX（デジタルト

ランスフォーメ

ーション） 

IoT やＡＩ等のデジタル技術でヒト・コト・モノをつなぎ、
人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること 

P2 

地域おこし 

スタートアップ 

事業 

地域社会に積極的に貢献するための研究の促進等を図ること
を目的とし、設立団体である熊本県や包括協定市町村と協働
研究を行う事業。 

P11 
CPD プログラ

ム 

Continuing Professional Development：継続的専門職能開発
プログラム 

卒業生はもとより、広く社会人を対象に、専門職業人としての
資質能力開発の機会を提供することを目的としたプログラ
ム。 

 


